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播磨町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 

議事録 

開 催 日 時 令和６年２月 14 日（水） 午後１時 30分～午後２時 20分 

開 催 場 所 播磨町中央公民館 第２研修室 

出 席 者 委 員 （12人） 

欠 席 者 （4 人） 

事 務 局 （4 人） 

協 議 事 項 

（１）パブリックコメントの実施結果について 

（２）播磨町高齢者福祉計画（第 10 次）及び介護保険事業計画（第９次）案に 

ついて 

資 料 

①第５回播磨町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会次第 

②播磨町高齢者福祉計画（第 10 次）及び介護保険事業計画（第９期）案 

③第４回播磨町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会会議録 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

会長  あいさつ 

  

会長  次第２．協議事項（１）パブリックコメントの実施結果について（２）播磨町

高齢者福祉計画（第 10次）及び介護保険事業計画（第９次）案について、まと

めて事務局より説明をお願いします。 

  

事務局 次第２．協議事項（１）（２）について説明 

  

会長 説明が終わりました。ご意見、ご質問はございますか。 

  

会長 他にございませんか。特によろしいですか。 

介護保険料の問題について、ご意見があればお願いします。 

  

委員  92 ページ（２）地域における～ 

令和５年度末の基金の残高３億 2,000 万で、取崩し予定が２億 7,930 万とい

うことですが、取崩し額が割合的に多いのではないかと感じます。例年どのよ

うなかたちでしょうか。 

  

事務局  前回は１億円を残す形で基金を取り崩しました。今期は高齢化も進み、認定

者数が伸びていますので、給付額も伸びる算定となりました。給付の伸びに伴

い保険料必要額が増えますが、保険料の上昇を抑えるために基金の取り崩しを

検討し、基準額を 300 円上げる形とさせていただきました。 

  

会長  住民にとってはできるだけ増額が少ないほうがいいですので、取り崩してい

ただいたということですね。300 円増額で 5,800 円ということで、物価も上がっ

ていますし、300 円でも厳しいと言えば厳しいのですが、ぎりぎりの線で決めら

れているという事でしょうか。他にございませんか。 

  

委員 96 ページ、収納率が 98.9％ということで、実際にはこういう設定が必要だと

いうことは分かりました。残りの 1.1％は年度をまたいだとしても、遅れてでも

お支払いをいただく。そして 100％に近づけるということでよろしいですか。 

  

事務局  収納率に関しては、債権管理課もでき、滞納の収納率の向上に力を入れてい

ます。 

  

委員  94 ページ、弾力化をした場合ということで、必要な保険料額を 27,465 人で割

っておられる。第１号被保険者の 28,414 人で割り戻すのではないかという疑問
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

があります。この差額についての説明をお願いしたいと思います。 

  

事務局  弾力化ですが、97 ページをご覧いただきますと、段階ごとの比率、基準額に

対する保険料率と言いますが、料率が異なっており、高額所得層の料率が 2.5

倍と高くなっています。この辺りを基準額に割り戻した計算が 27,465 人という

ことで、若干実数よりも少なくなっています。 

  

委員  所得の層が細かく分かれたところも影響しているのですか。 

  

事務局 はい。第５段階が基準額になりますので、それ以上の所得の方に対しては、

それぞれ料率が上がっています。さらに国の標準で言いますと、13 段階が 2.2

になっていますが、播磨町の場合は高額所得層の金額設定も高く、料率もそれ

に応じて高く設定している結果が今回、人数的に合計数を下回ったというかた

ちになっています。 

  

会長  保険料も含めて、ご質問などよろしいですか。 

  

事務局  本日のご意見やご指摘いただいた箇所の修正については、会長に報告します。

修正箇所に承認については、会長に一任いただくということでよろしいでしょ

うか。 

  

委員  異議なし。 

  

会長  修正については私と事務局のほうで行っていきたいと思いますので、委員の

皆さんからご指摘いただいた箇所を修正することを前提として、この計画案を

承認するということでよろしいですか。 

  

委員  異議なし。 

  

会長  それでは決定します。ありがとうございました。 

  

保険課長  あいさつ 

 

事務局  ありがとうございました。これをもちまして、閉会といたします。 

 （終了） 

 


